
  新庁舎の位置                                 

⑴ 新庁舎の位置の考え方 

    新庁舎の位置については、防災の観点や市民に利便性、まちづくりとの整合性、事業費を含

む経済性など、様々な観点から検討する必要があります。 

    また、住民の利用に最も便利であるように、交通のアクセスとして、公共交通機関の事情や

他の官公庁等との関係等について適当な考慮を払う必要もあり、これらを総合的に市庁舎とし

て相応しい建設候補地の選定を行います。 

⑵ 建設候補地の抽出 

建設候補地は、極力市有地で空き地であることのほか、現総合庁舎の敷地面積と同等若しく

はそれ以上の広さがあることとし、現総合庁舎周辺の５か所を抽出し検討しました。 

 ■建設候補地位置図

⑶ 建設候補地の選定 

建設候補地として抽出した５か所のうち、「③市立病院横」は民地となっているほかは、いず

れも市有地となっていることから土地の取得費用は必要が無いものの、「①福祉センター横」 

「②市民駐車場」、「④もとまち公園」、「⑤若葉公園」は、現在の利用形態である公園施設や駐

車場の代替え場所の確保も必要となります。 

    建物の建設予定敷地面積は、いずれも十分ですが、駐車場の確保を考慮すると、「①福祉セン

ター横」及び「④もとまち公園」は、現総合庁舎跡地に駐車場を確保が可能です。しかし、そ

れ以外は、庁舎に隣接した駐車場の確保は困難となります。 

    また、都市計画の用途地域は、「①福祉センター横」及び「④もとまち公園」以外の地区が「第

２種中高層住居専用地域」となっており、庁舎規模の事務所の建設ができないことから用途地

域の見直しなどが必要となります。 
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⑶ 建設候補地の選定 

建設候補地として抽出した５か所のうち、「③市立病院横」は民地となっているほかは、いず

れも市有地となっていることから土地の取得費用は必要が無く、「④もとまち公園」、「⑤若葉公

園」に関しては、面積要件の規制緩和により、代替え場所を確保しないことも可能となりまし

た。このことから、代替え場所の確保が必要となるのは「①福祉センター横」「②市民駐車場」

となります。 

    建物の建設予定敷地面積は、いずれも十分ですが、駐車場の確保を考慮すると、「①福祉セン

ター横」及び「④もとまち公園」は、現総合庁舎跡地に駐車場を確保が可能です。しかし、そ

れ以外は、庁舎に隣接した駐車場の確保は困難となります。 

    また、都市計画の用途地域は、「①福祉センター横」及び「④もとまち公園」以外の地区が「第

２種中高層住居専用地域」となっており、庁舎規模の事務所の建設ができないことから用途地

域の見直しなどが必要となります。 
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■新庁舎建設候補地の比較

候補地 面 積 土地所有 用途制限 現 況 代替施設 代替場所

①福祉センター横 約3,600 ㎡ 市有地 無し 駐車場・車庫 必要 現庁舎後地

②市民駐車場 約3,200 ㎡ 市有地 有り 駐車場 必要 なし

③市立芦別病院横 約4,000 ㎡ 私有地 有り 畑 必要なし ―

④もとまち公園 約4,500 ㎡ 市有地 無し 公園 必要 現庁舎後地

⑤若葉公園 約4,300 ㎡ 市有地 有り 公園 必要 なし

※新庁舎の建築面積は約１,500㎡、駐車場・車庫面積は約５,500㎡と想定します。 

   建設候補地として抽出した５か所について、各種要件を比較するとともに、都市計画による建

築物の用途制限や、公園・駐車場の代替施設の整備を含む事業費等を併せて検討した結果、①の

「福祉センター横」を建設予定地とします。 

  ■新庁舎建設予定地

   なお、この建設場所は、既存の福祉センターと隣接することから、併用機能を検討し新庁舎の

規模を縮小することによって建設費の削減を図るほか、新庁舎の配置計画等によっては、隣接す

る民家の影響や、既存公用車車庫と旧消防庁舎の活用などを検討する必要があります。 
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■新庁舎建設候補地の比較

候補地 面 積 土地所有 用途制限 現 況 代替え施設 代替え場所

①福祉センター横 約3,600 ㎡ 市有地 無し 駐車場・車庫 必要 現庁舎後地

⓶市民駐車場 約3,200 ㎡ 市有地 有り 駐車場 必要 なし

⓷市立病院横 約4,000 ㎡ 私有地 有り 畑 必要なし ―

④もとまち公園 約4,500 ㎡ 市有地 無し 公園 必要なし ―

⑤若葉公園 約4,300 ㎡ 市有地 有り 公園 必要 なし

※新庁舎の建築面積は約１,500㎡、駐車場・車庫面積は約５,500㎡と想定します。 

建設候補地として抽出した５か所について、各種要件を比較するとともに、都市計画による建

築物の用途制限や代替え施設の整備を含む事業費等の各種要件を比較検討した結果、①の「福祉セ

ンター横」と④の「もとまち公園」が建設予定地に適しているとなりました。 

更に、都市公園の規制が緩和され、もとまち公園を縮小して庁舎の建設が可能になったことによる

代替え施設の必要がないこと、庁舎へのアクセス道路となる道道の無電柱化が事業化されたことから、

当面、道道から市道への切り替えることが困難になったこと、防災拠点としての機能を確保するため、

冬期間の大雪に備えた雪堆雪スペースの必要性や駐車場不足による道路横断の危険性、将来的な公共

施設の集約等の諸条件を考慮した結果、④「もとまち公園」を建設予定地としました。 

  ■新庁舎建設予定地
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⑶ 事業スケジュール 

    新庁舎建設の事業手法を「設計・施工分離方式」及び「設計・施工一括方式」とした場合の

主な財源としては、「公共施設等適正管理推進事業債」（市町村役場機能緊急保全事業）の活用

を見込んでおり、起債対象事業は令和３年３月末までの実施設計着手が条件であることから、

次のようなスケジュールで進めます。 

    また、新庁舎建設にあたっては、市民の意見を十分に反映する必要があるため、パブリック

コメントや「総合庁舎整備市民検討委員会」等の市民参加手続きも図っていきます。 

■事業スケジュール 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基本構想・計画 基本設計 実施設計 建設工事 （躯体・外構） 解体工事

検討委員会

市民説明会

市民アンケート

パブコメ

市民説明会

パブコメ

移転

※ 事業手法を「設計・施工分離方式」及び「設計・施工一括方式」とした場合 

新庁舎建設の事業手法を「ＰＦＩ方式」とした場合は、民間事業者によるＰＦＩ法に必要な 

 事務手続きや資金調達に時間を要することから、事業期間は更に長い期間が必要となります。 

  また、「リース方式」とした場合は、事業主となる民間事業者が主体となって建設事業が進め

られることから、事業主が未確定の状況での事業期間の想定は困難です。

    以上を踏まえ、新庁舎の建設の主な財源として、「公共施設等適正管理推進事業債」（市町村

役場機能緊急保全事業）を活用することとし、事業手法は、「設計・施工分離方式」及び「設計・

施工一括方式」の2つの手法に限定します。 
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⑶ 事業スケジュール 

    新庁舎建設の事業手法を「設計・施工分離方式」及び「設計・施工一括方式」とした場合は、

次のようなスケジュールで進めます。 

    また、新庁舎建設にあたっては、市民の意見を十分に反映する必要があるため、パブリック

コメントや「総合庁舎整備市民検討委員会」等の市民参加手続きも図っていきます。 

■事業スケジュール 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度
令和10 

年度 

令和11 

年度

基本構想・

基本計画

実施設計 積算・調整

確認申請

建設工事 (躯体･外構) 解体工事

検討委員会

市民説明会

検討委員会

市民説明会

パブコメ
市民説明会

パブコメ

移転

※ 事業手法を「設計・施工分離方式」及び「設計・施工一括方式」とした場合 

新庁舎建設の事業手法を「ＰＦＩ方式」とした場合は、民間事業者によるＰＦＩ法に必要な 

 事務手続きや資金調達に時間を要することから、事業期間は更に長い期間が必要となります。 

  また、「リース方式」とした場合は、事業主となる民間事業者が主体となって建設事業が進め

られることから、事業主が未確定の状況での事業期間の想定は困難です。

    以上を踏まえ、事業手法は、「設計・施工分離方式」及び「設計・施工一括方式」の2つの手

法に限定します。 
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事業スケジュールについての経過説明 

事業の主な財源として、令和３年３月末までの実施設計着手が条件となっていた「公

共施設等適正管理推進事業債」（市町村役場機能緊急保全事業）の活用を見込でおりま

したが、新型コロナ感染症の感染拡大により「総合庁舎整備市民検討委員会」や市民

説明会を開催することができなかったことから、「公共施設等適正管理推進事業債」

（市町村役場機能緊急保全事業）の活用を見送り、スケジュールについても先送りす

ることとなりました。

③

総合庁舎整備市民検討委員会 

会議資料（見直後）



●庁舎建設に係る整備案比較 

庁舎 整備①案 庁舎 整備④案 

建
設
に
関
し
て

メ
リ
ッ
ト

①施設の除却が必要なく工事が開

始できる。 

②福祉センターの機能を利用する

ため、建設面積を減少すること

ができ建設費の削減が図られ

る。 

①近隣家屋の電波障害の影響がな

い。 

②都市公園の要件緩和により、減と

なる面積の代替え整備の必要がな

い。 

デ
メ
リ
ッ
ト

①庁舎建設の期間、福祉センター

駐車場、職員駐車場が使用でき

なくなるので、駐車場の確保が

必要。 

①公園施設の施設撤去が必要。 

公園面積が減少する。 

②福祉センターとつなげての会議利 

 用等が図られなくなる。 

庁
舎
利
用
に
関
し
て

メ
リ
ッ
ト

①福祉センターの会議室を活用で

きる。 

②社協との連絡等が容易にでき

る。 

①駐車スペースが広くなり、来庁者

が道路横断しなくて済む。 

②雪堆積所が確保しやすい。 

③駐車場を災害に対応したスペース 

 に活用できる。 

デ
メ
リ
ッ
ト

①降雪期の雪堆積所が十分でない

ため、来庁者駐車場の確保が難

しい。 

④

総合庁舎整備市民検討委員会 

会議資料（比較資料）


